
西宇和農業協同組合 行動計画（女性活躍推進） 

西宇和農業協同組合では、人材育成を重要な経営戦略の一つと位置づけ、性別・年齢・上下関係なく、

多様な人材が個性を活かし活躍することで、新たな価値や競争力を生み出し続ける、持続可能な組織創り

に取組んでいきます。 

 女性活躍推進については、育児支援制度等の拡充により女性が安心して働ける環境を整備するなど

様々な取組みを進めてきました。 

 しかしながら、結婚を機会に退職を余儀なくされる方や出産育児等で退職される方が未だに多いのが

現状です。 

 今後は、各職場でリーダーとして活躍する女性を増やすため、「女性採用の強化」と「女性職員のキャ

リア形成による管理職登用」を柱に活動を推進していきます。 

１．計画期間 令和 5年4月 1日～令和8年3月 31日・・・（3年間） 

２．当組合の課題 

（１）採用における人材不足と女性職員の割合が少ない。 

   （近年の傾向で採用に関し人材確保に苦慮している。） 

（２）管理職候補となる女性職員が少ない。 

   （令和 5年 4月1日現在 正規職員260名（内女性職員84名：31％） 

（３）今般の人材不足等による時間外労働の増加が懸念される。 

   （1ヶ月平均の時間外、男性9.6 時間 女性 8.2 時間） 

３．目標 

①労働者に占める女性労働者の割合を全体48％（正職員38％） 

 ②管理職に占める女性管理職を8％に増やす。 

 ③毎月の平均時間外勤務を2割削減する。 

４．取組内容と実施時期 

 【取組①】女性採用強化（女性労働者の割合増強） 

・早期就職説明会やインターンシップ開催による女子学生向け情報発信強化。R5.4 

・女性向けキャリア採用（職歴・希望に応じ職種を提案する。）の実施。R5.4 

【取組②】女性職員のキャリアマネジメント形成支援 

・男性労働者中心であった職場への女性労働者の配置拡大と多様な職務経験付与 R5.4 月より 

・全職員キックオフ大会による「活力ある職場づくり」の実践と意思統一 R5.5月より 

・定期的な女性活躍に向けた課題と進捗の把握を所属長と共有 R5.6月より 

【取組③】時間外労働の削減 

・残業申請をルール化する。（勤怠システムの導入検討）R5.10月より 

・事務の効率化とムリ・ムダ・ムラの徹底 R5.6月より 

・上司が部下の残業を把握できるようにする。（朝礼等で退社時間報告をする等） 



≪女性活躍推進に関する情報の公表≫ 

企業団体名 西宇和農業協同組合 

業種 その他複合サービス  従業員：404名（うち女性比率・・42.5％）令和5現在 

 内容 

計画期間 令和 5年 4月 1日～令和8年3月 31日 （3年間） 

現状 

① 女性採用比率 直近５年間平均 26.4％（新採） 38.0％（中途含む）

② 男女の平均勤続年数（年齢）男性20年（44歳） 女性 17年（41歳）

③ 管理職に占める女性職員の割合 4.7％ 

④ 今後5年間の定年退職者 男性 34名 女性 6名 計 40名 

分析 

職員年齢分布（正職員） 

年齢（歳） 男性 女性 合計（人） 女性割（％）

10～ 0 1 1 100.0 

20～ 26 11 37 29.7 

30～ 37 27 64 42.2 

40～ 52 28 80 35.0 

50～ 61 17 78 21.8 

合計 176 84 260 32.3 

正職員に占める女性の割合が全体で 32％と 3 年前より 5％アップした。

今後も男性の定年退職者が増えるため女性職員割合は増加すると予測され

ます。男性職員に代わる女性職員の登用（渉外職員等）も図れており、活力

ある職場づくりを基軸として、結婚後も（産休育休等の充実）働き続けられ

る環境づくりが必要であります。さらにキャリアアップ等を基本に職種に

関係ない女性管理職の登用や、育成を若い時期から意識付ける事も肝要と

感じます。 

目標 

①女性労働者の割合・・全体目標48％（正職員38％） 

②女性管理職の登用・・管理職に占める女性職員の割合（目標8％） 

③時間外労働の削減・・月平均時間外を2割削減。 

具体的取

組（実施

時期） 

①職員採用計画及び募集要領の検討・・・女性向け情報発信HP更新 

②男性職員に代わる女性職員の登用・・・渉外職員等の積極的配置 

③女性管理職の登用・・人材育成教育の充実（キャリアマネジメント） 

④臨時職員からの正規職員登用・・・中途採用（通年採用等） 

⑤産休・育休等により退職された方の職場復帰（再雇用制度）の取組 

⑥ＯＢ／ＯＧの採用（定年延長と高年齢者雇用等） 



≪男女の賃金の差異の公表≫ 

男女の賃金の差異 

（男性の賃金に対する女性の賃金の割合） 

全労働者 79.8％ 

正職員 80.5％ 

臨時職員 78.5％ 

対象期間：令和4年事業年度（令和4年4月 1日から令和5年3月 31日まで） 

賃金：基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職金、通勤手当等を除く。 

正職員：出向者を含む。 

臨時職員：有期職員、パート、嘱託を含み、派遣職員を除く。 

差異についての補足説明： 

（正職員） 

正職員のうち、基本給ベースでは88％、諸手当等（役職、超過労働等）が38％と極端に低くな

っており、差異が生じている原因と思われる。 

（臨時職員） 

女性よりも男性に相対的に賃金が高い嘱託職員が多いため、格差が生じていると考えられる。 


